
改正景品表示法に関する説明会

事業者向け 参加費無料

不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律（平成26年法律第118号）により、不当景品類
及び不当表示防止法（昭和37年法律第134号）に、不当な表示による顧客の誘引を防止するため課徴金
制度が導入されます。
大阪府では、この改正に伴い導入される課徴金制度をはじめ、改正景品表示法の内容を事業者の方に
ご理解いただくため、下記のとおり府内事業者の方々及び団体を対象に説明会を開催します。

と き

と こ ろ

平成２８年 ２月９日 （火 ） 午後 ２時００分 ～ 午後４時００分

大阪赤十字会館 ３０１会議室
大阪市中央区大手前２－１－７
※大阪市営地下鉄谷町線「天満橋」駅

（３番出口徒歩５分）
※京阪電車「天満橋」駅（徒歩７分）

定 員 １５０名（定員を超えた場合は抽選となります）

対 象 大阪府内で事業を行っている事業者
及び団体

講 師 消費者庁担当職員

内 容 改正景品表示法に関する解説
「課徴金制度」について
「事業者が講ずべき表示等の管理上の措置」について 等

申込方法
申込期間

■インターネット（電子申請）をご利用の場合
【平成２８年１月１５日（金）午後５時登録分まで有効】

大阪府インターネット電子申請・申込サービス からお申込みください。

[電子申請ＵＲＬ]
https://www.shinsei.pref.osaka.lg.jp/ers/input.do?tetudukiId=2015110026

■郵送・ファクシミリの場合
別紙「参加申込書」により、郵送又はファクシミリでお申込み下さい。

[申込み先]
□郵送【平成２８年１月１５日（金）到着分まで有効】

〒559-0034
大阪市住之江区南港北２－１－１０
アジア太平洋トレードセンター ＩＴＭ棟３階
大阪府消費生活センター事業グループ あて

□ファクシミリ【平成２８年１月１５日（金）午後５時受信分まで有効】
ＦＡＸ 06-6612-0090 大阪府消費生活センター事業グループ

※電話による申し込みの受付は行いません

主 催 大阪府

[問い合わせ先 ]大阪府消費生活センター事業グループ 電話 0 6 - 6 6 1 2 - 7 5 0 0 （直通）

下線部よみ（ﾃｨｰ・ｲｰ・ﾃｨｰ・ﾕｰ・ﾃﾞｨｰ・ﾕｰ・ｹｲ・ｱｲ・ｱｲ（大文字）・ﾃﾞｨｰ）



「改正景品表示法に関する説明会」参加申込書 
（ フ リ ガ ナ ） 

参 加 者 氏 名 
【必須】

 

 

 

所 

属 

す 

る 

事 

業 

者 

・ 

団 

体 

名 称 
【必須】

 

住 所 
【必須】

 

（〒    －     ） 

 

電 話 番 号
【必須】

       －        － 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 
又は 

メールアドレス
【いずれか必須】

・Ｆ Ａ Ｘ （       －       －        ） 

・メールアドレス（            ＠            ） 

業 種 ・

業 務 内 容

【必須】

 

※以下のうち該当するものの左の枠に「○」印を記載してください。 

 その他を選択した場合は（ ）内に具体的に記載して下さい。  
 建設業  学術研究、専門サービス業 

 製造業  教育、学習支援業 
 情報通信業  サービス業（上記以外） 
 卸売業・小売業  事業者団体 

 金融業・保険業 
 

その他（具体的に記載して下さい） 

（               ）  不動産・物品賃貸業 
 

[当日、質問したい事項] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※事前に受け付けた質問以外は回答ができない場合があります。 

※既に行っている表示に関する質問については回答できません。 
※質問の内容によっては当日回答ができない場合があります。 

【対    象】大阪府内で事業を行っている事業者及び団体 
【申 込 方 法】申込区分ごとに参加申込者１人につき参加申込書１枚を記入し、大阪府消費生活センター

にファクシミリ又は郵送 
【参加受付期間】 

(1) ファクシミリの場合・・・平成 28年 1月 15日(金)午後 5時 00分受信分まで受け付け 
(2) 郵送の場合・・・・・・・平成 28年 1月 15日(金)到着分まで受け付け 

【参加の決定】 
(1) 参加申込が 150名を超えた場合は抽選 
(2) 参加の可否を電子メール（又はファクシミリ）でお知らせします。 

 ※連絡可能な電子メールアドレスがある場合は、できるだけ記載をお願いします。 

個人情報の利用目的 

申込みによって取得した個人情報は、受講者決定等説明会の実施に関する業務のみに使用いたします。 
 


